
関係各位へ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お願い
　「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」（障害者差別をなくす条例の正式名称）案の２月議会提出へ向けて一つの山場を迎えています。
　この条例を制定しようという活動の呼びかけ人には現在のところ３６００人を超え、県会議員の中にも「成立させようじゃないか」という声が高まっています。ただ、まだ批判も強く、どうなるのか予断を許さない状況です。新聞報道によれば、２４日までに自民党議員全員を対象にした条例案に賛成か反対かのアンケートをまとめるそうです。一人でも多くの議員がこの条例の趣旨に賛同してくれるよう、着実な活動を進めていきたいと思います。どうぞ、よろしくお願いします。

　先日、県内の障害関係団体（３０以上）に集まってもらい、条例案の説明と勉強会をしました。条例案そのものが初耳という団体もあり、障害者団体は細分化されたまま情報が行き渡っていない実情をあらためて感じました。
　昨日は県社会福祉協議会主催で市町村社協を対象にした緊急勉強会を開きました。４０人くらいの集まりでしたが、とても反応が良くてうれしくなりました。

　条例案に賛同してくれる仲間の中からは、有意義な提案や質問をいくつもいただいています。あまりにも私自身に時間がなくて、その一つ一つに十分お答えすることができず、本当に申しわけありません。今後の条例の制定～施行の中で最大限生かしていくことができればと思います。

　条例要綱案は、１年間にわたる研究会の議論と、３０回のタウンミーティング、各種団体からのヒアリング、県民から寄せられた意見など、実に膨大な議論の中から生まれたものです。さらに、県庁内の関係各課（教育庁や警察本部や県土整備や経済関係の各部も当然含みます）との何回にもわたる長時間の調整で一言一句を詰め、その上で何日にも及ぶ法令審査でさらに一言一句を検証して、できたものです。
　たとえば、最も議論が沸騰した教育分野における規定は、研究会やタウンミーティング、ヒアリングの議論を煮詰めて集約した上で、文部科学省の通達や審議会の議論、学校教育法やその施行令、日弁連やＤＰＩの差別禁止法案、宮城県の条例案などを検討し、さらに進学をめぐる裁判の判例なども調べまくって、ガラス細工を一つ一つ積み上げるような思いで作りました。法律の専門家である佐藤副座長や顧問の鈴木千葉大教授をまじえて深夜に及ぶ検討会を重ねてきました。お二人のご尽力と県障害福祉課の職員たちの粉骨砕身の働きがなければ、絶対にできなかったと思います。県教育庁もこうした議論の過程や条例案の文言を評価したうえで、条例そのものに賛成してくれているのです。
　教育分野の条項一つとっても、このような経過で作られてきました。研究会や当事者の間でも思いはさまざまで必ずしも全員が満足できるものにはなっていないのは当然だとは思いますが、何としても障害者や家族の思いをこめた条例をまず作りたいということでここまでやってきたのです。

　条例（案）そのものが実際の運用に使われるというよりも、もっと詳細な説明と運用上の配慮を書き込んだガイドラインをこれから作っていかねばなりません。あるいは運用マニュアルとか相談員や県の指定機関向けの研修プログラム、一般県民向けの啓発資料、学校現場や労働現場など個別の分野に対する説明資料などを作り、その中で具体的な運用の指針を示していかねばいけません。
　この間の活動の中で出てきたみなさんからの意見などはこうした取り組みの中で最大限生かしていきたいと思います。いま、この段階で条例（案）そのものに手を入れて修正することはあまり現実的だとは思えません。それよりも、実際の運用に反映できる今後の取り組みに盛り込んでいく方がはるかに有益だと思います。

　なかなか明るい結果が見えてこないと焦ってきますが、肝心な時期だからこそ、足並みを乱さず、堅実な取り組みをしていきたいと思います。よろしくお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野沢和弘（研究会）
